
論
説

「
礼
失
わ
れ
て
諸
を
野
に
求
む
」

ー
実
例
で
和
刻
本
漢
籍
の
価
値
を
試
論
－

王

瑞
　
来

は
じ
め
に
　
欧
陽
脩
の
詩
か
ら

王

　
北
宋
の
有
名
な
文
学
者
で
あ
る
欧
陽
脩
は
「
日
本
刀
歌
」
に
「
徐
福
行
く
時
書
は
未
だ
焚
か
ず
、
逸
書
の
百
篇
今
尚
お
存
せ
り
（
徐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
行
時
書
未
焚
、
逸
書
百
篇
今
尚
存
）
」
と
詠
っ
て
い
る
。
徐
福
と
い
う
人
が
始
皇
帝
に
不
老
不
死
の
霊
薬
を
探
し
に
行
っ
た
時
点
で

は
、
ま
だ
「
焚
書
坑
儒
」
事
件
は
起
こ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
『
尚
書
』
の
百
篇
逸
書
か
ら
、
そ
れ
が
今
日
ま
で
日
本
に
残

さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
物
語
を
用
い
、
欧
陽
脩
は
作
詩
法
の
賦
・
比
・
興
の
「
興
」
を
題
材
と
し
て
用
い
た
。

　
欧
陽
脩
の
詩
に
実
は
一
つ
の
重
要
な
事
実
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
歴
代
人
為
的
な
災
禍
や
自
然
災
害
な
ど
が
文
献
に
甚
大
な
損

害
を
も
た
ら
し
た
が
、
幸
い
に
一
部
分
の
文
献
は
海
外
へ
流
出
し
た
た
め
、
意
外
に
保
存
さ
れ
て
き
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
保
存
は
世
界
の
各
地
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
漢
籍
か
ら
見
ら
れ
る
が
、
昔
の
漢
字
文
化
圏
に
位
置
す
る
日
本
に
最
も
多
い

「礼失われて諸を野に求む」29



で
あ
ろ
う
。
欧
陽
脩
の
詩
は
ま
さ
に
日
本
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
な
お
か
つ
か
れ
が
述
べ
た
こ
と
は
事
実
無
根
の
詩
人
の
想
像
で
は

な
い
。
『
宋
史
』
「
日
本
国
伝
」
に
「
其
の
国
に
中
国
の
典
籍
多
く
有
り
。
商
然
の
來
た
る
は
、
復
た
『
孝
経
』
の
一
巻
、
『
越
王
孝
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

新
義
』
第
十
五
の
一
巻
を
得
、
皆
な
金
縷
紅
羅
標
に
し
水
晶
を
軸
と
為
す
。
『
孝
経
』
、
即
ち
鄭
氏
注
な
り
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は

北
宋
二
代
目
皇
帝
太
宗
の
時
期
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
れ
ば
、
北
宋
の
『
楊
文
公
談
苑
』
に
よ
っ
て
、
宋
代
に

入
る
前
の
五
代
時
期
の
呉
越
国
王
銭
淑
は
か
つ
て
商
人
を
通
し
て
日
本
国
主
に
手
紙
を
出
し
て
黄
金
五
百
両
で
天
台
宗
の
経
典
を
求
め

た
往
事
が
あ
っ
た
。
後
に
こ
の
よ
う
な
逸
事
は
詩
人
欧
陽
脩
の
話
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
漢
字
文
化
圏
に
お
け
る
文
化
交
流
に
お
い
て
漢
籍
は
一
つ
の
媒
介
で
あ
っ
た
。
こ
の
『
宋
史
』
な
ど
文
献
の
記
事
が
示
し
て
い
る
の

は
、
漢
籍
は
一
方
通
行
で
日
本
に
流
れ
て
い
く
の
み
な
ら
ず
、
す
で
に
十
世
紀
頃
に
は
そ
の
母
国
中
国
に
還
流
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

「
逸
書
百
篇
今
尚
存
」
と
い
う
欧
陽
脩
が
述
べ
た
事
実
は
十
九
世
紀
ご
ろ
か
ら
つ
い
に
中
国
の
学
者
に
新
し
く
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

り
、
日
本
へ
の
訪
書
ブ
ー
ム
が
始
ま
っ
た
。
孔
子
の
「
礼
失
わ
れ
て
諸
を
野
に
求
む
」
と
い
う
発
言
は
春
秋
時
期
の
礼
儀
制
度
に
関
す

る
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
後
世
漢
籍
の
伝
播
状
況
へ
の
予
言
の
よ
う
で
あ
ろ
う
。

　
日
本
の
宋
代
史
学
者
梅
原
郁
氏
は
『
皇
朝
類
苑
』
の
「
景
印
に
あ
た
っ
て
」
と
い
う
前
書
き
に
「
長
い
歴
史
の
歩
み
の
う
ち
に
、
中

国
で
失
わ
れ
、
日
本
に
渡
っ
て
生
き
続
け
た
書
物
は
一
、
二
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
『
遊
仙
窟
』
や
『
群
書
治
要
』
の
よ
う
に
著
名
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

な
い
が
、
南
宋
の
江
少
虞
が
撰
し
た
『
皇
朝
事
宝
類
苑
』
も
そ
の
仲
間
の
一
つ
に
数
え
て
よ
か
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は

梅
原
氏
が
使
用
し
た
「
生
き
続
け
」
と
い
う
言
葉
は
日
本
に
お
け
る
漢
籍
に
つ
い
て
表
す
の
に
、
ま
さ
し
く
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
日
本
で
の
漢
籍
の
状
況
は
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
保
存
で
あ
る
。
つ
ま
り
宋
版
、
元
版
、
明
版
の
ま
ま
所
蔵

す
る
。
こ
の
部
分
の
漢
籍
に
目
を
向
け
る
中
国
の
学
者
は
多
い
。
も
う
一
つ
は
再
生
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
再
生
の
過
程

に
よ
っ
て
、
梅
原
氏
が
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
漢
籍
は
日
本
に
お
い
て
「
生
き
続
け
」
た
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
生
き
続
け
」
の
方
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式
と
は
新
た
な
刊
行
と
再
版
で
あ
る
。
・
の
よ
う
な
星
き
続
け
L
は
和
刻
本
漢
籍
を
生
紘
煙
・
し
か
し
・
相
対
的
に
こ
の
よ
う
な
和

刻
本
漢
籍
に
ま
だ
中
国
の
学
者
が
充
分
な
注
目
が
向
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
十
三
世
紀
の
「
五
山
版
」
か
ら
近
代
の
明
治
期
に
わ
た
っ
て
、
日
本
で
は
数
多
く
の
和
刻
本
漢
籍
が
刊
行
さ
れ
た
。
長
沢
規
矩
也
氏

の
『
和
刻
本
漢
籍
分
類
臥
鋭
』
は
そ
れ
を
物
語
・
て
い
・
・
大
ま
か
に
夏
ば
・
中
国
の
文
史
研
究
に
対
し
て
・
和
刻
本
漢
籍
の
価
値

は
そ
の
二
種
類
の
存
続
状
況
に
よ
っ
て
表
し
て
い
る
。
一
つ
は
中
国
に
完
全
に
伝
わ
ら
な
く
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
梅
原
氏
が

取
り
上
げ
た
『
遊
仙
窟
』
や
『
群
書
治
要
』
な
ど
の
漢
籍
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
和
刻
本
漢
籍
の
価
値
は
く
ど
く
ど
言
う
ま
で
も
な
い
。

も
う
一
つ
は
そ
の
漢
籍
は
中
国
に
現
存
し
て
い
る
が
、
和
刻
本
は
そ
れ
よ
り
内
容
が
多
く
、
ひ
い
て
は
完
本
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
の
部
分
の
和
刻
本
漢
籍
の
史
料
と
文
献
の
価
値
も
非
常
に
高
い
が
、
残
念
な
が
ら
ま
だ
充
分
に
重
視
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状

で
あ
る
。
本
論
に
お
い
て
は
、
後
者
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
経
験
し
た
二
つ
の
和
刻
本
漢
籍
を
取
り
上
げ
、
一
斑
を

み
て
全
豹
を
ト
す
と
い
う
言
葉
の
よ
う
に
、
和
刻
本
漢
籍
の
価
値
を
示
し
て
研
究
者
の
注
意
を
喚
起
し
て
い
き
た
い
。

王

、
『
皇
朝
事
実
類
苑
』

（一

j
　
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
に
つ
い
て

・
の
書
に
つ
い
て
、
＋
九
年
前
に
「
『
宋
朝
妻
類
苑
』
雑
考
」
を
題
と
し
て
小
考
を
発
表
し
た
こ
と
が
気
・
以
下
に
述
べ
る
の

は
旧
作
の
考
証
結
果
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
は
す
な
わ
ち
前
に
引
い
た
梅
原
氏
が
言
っ
た
『
皇
朝
事
宝
類
苑
』

で
あ
る
。
旧
字
の
「
實
」
と
「
寳
」
の
字
形
が
近
い
た
め
、
和
刻
本
に
望
L
に
誤
・
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
雛
・
ワ
」
の
書
と
は
・
南

宋
初
年
の
地
方
官
を
担
当
す
る
江
少
虞
が
五
十
種
類
以
上
の
宋
代
随
筆
な
ど
の
文
献
か
ら
事
項
別
に
分
類
抄
録
し
て
二
千
以
上
の
小
項
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目
を
立
て
た
百
科
事
典
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
『
四
庫
全
書
簡
明
目
録
』
巻
＝
二
子
部
雑
家
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
2

　
　
　
事
實
類
苑
六
十
三
巻
、
宋
江
少
虞
編
す
。
少
虞
、
宋
代
朝
野
事
迩
の
諸
家
に
散
見
す
る
記
録
を
以
て
乃
ち
裏
集
排
纂
し
、
類
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喝

　
　
て
二
十
四
門
と
為
す
。
並
び
に
原
文
を
全
録
し
、
嵩
窟
を
加
え
ず
、
伯
お
各
々
書
名
を
以
て
條
の
下
に
注
し
て
以
て
徴
有
る
こ
と
　
知

　
　
を
示
す
。
援
引
浩
博
、
北
宋
一
代
の
遺
聞
は
略
ぼ
是
れ
に
具
わ
る
。
其
の
原
書
散
侠
す
る
者
、
亦
た
皆
な
此
れ
に
頼
り
以
て
存
す
。
断

　　

@
（
書
類
苑
六
＋
三
養
宋
江
少
羅
少
虞
以
宋
代
朝
野
事
霰
見
諸
家
之
記
録
乃
峯
排
筆
碧
一
＋
四
門
並
全
酬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東

　
　
録
原
文
、
不
加
駝
鼠
、
傍
各
以
書
名
注
於
條
下
、
以
示
有
徴
。
援
引
浩
博
、
北
宋
一
代
之
遺
聞
、
略
具
於
是
。
其
原
書
散
侠
者
、

　
　
亦
皆
頼
此
以
存
）

　
と
こ
の
書
を
評
価
し
て
い
る
。

（
二
）
　
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
の
成
立

　
書
の
前
に
江
少
虞
が
紹
興
十
五
年
（
＝
四
五
）
に
書
し
た
自
序
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
の
成
立
し
た
年
と
見
な
さ

れ
る
。
こ
の
年
は
北
宋
が
女
真
人
の
金
に
滅
ぼ
さ
れ
て
江
南
で
王
朝
を
再
建
し
て
か
ら
十
八
年
目
に
あ
た
る
。
昔
の
士
大
夫
は
随
筆
を

書
く
風
雅
な
趣
が
あ
る
が
、
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
の
編
纂
に
つ
い
て
は
た
だ
の
風
雅
な
趣
に
よ
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
南
宋
初
期
に
政

権
体
制
や
法
令
制
度
な
ど
の
再
建
風
潮
と
と
も
に
、
北
宋
の
「
祖
宗
の
法
」
を
回
復
す
る
と
い
う
精
神
的
再
建
の
一
環
を
反
映
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

（
三
）
　
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
の
初
刊

和
刻
本
『
新
雛
皇
朝
類
苑
』
は
、

目
次
第
三
巻
の
末
に
「
紹
興
二
十
三
年
（
＝
五
三
）
癸
酉
歳
中
元
日
麻
沙
書
坊
印
行
」
と
い
う



十
八
字
が
あ
る
た
め
、
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
は
完
成
し
た
八
年
後
、
武
夷
山
の
南
麓
に
あ
る
建
陽
で
刊
行
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か

る
。
建
陽
は
宋
代
に
「
図
書
の
府
」
で
知
ら
れ
る
。
そ
の
「
図
書
の
府
」
の
雰
囲
気
で
朱
烹
が
育
ま
れ
た
。
後
の
建
陽
は
朱
烹
の
故
里

と
し
て
「
理
学
の
邦
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
有
名
な
建
陽
に
あ
る
麻
沙
書
坊
は
紹
興
十
年
（
＝
四
〇
）
に
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
の
体

裁
と
類
似
し
た
纏
の
『
類
説
』
を
刊
行
し
た
・
と
が
麓
・
そ
の
＋
三
年
後
・
『
皇
朝
妻
類
苑
』
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
・

麻
沙
書
坊
の
一
貫
し
た
出
版
方
針
お
よ
び
販
売
の
効
果
と
利
益
が
見
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
四
）
　
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
の
書
目
著
録

　
ま
ず
は
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
に
関
す
る
宋
代
で
の
著
録
を
見
よ
う
。

　
陳
振
孫
の
『
直
齋
書
録
解
題
』
の
『
永
楽
大
典
』
輯
本
巻
一
四
に

　
　
皇
朝
事
實
類
苑
二
十
六
巻
、
知
吉
州
江
少
虞
撰
す
。
紹
興
中
の
人
。
其
の
書
亦
た
小
説
類
に
入
る
可
し
。

と
あ
る
。
ま
た
、
馬
端
臨
の
『
文
献
通
考
』
巻
二
二
八
「
経
籍
考
」
に
お
い
て
そ
の
ま
ま
『
直
齋
書
録
解
題
』
を
抄
録
し
て
い
る
。

　
王
鷹
麟
の
『
玉
海
』
巻
五
五
に

　
　
　
紹
興
皇
朝
事
實
類
苑
、
紹
興
中
、
江
少
虞
撰
次
し
、
二
十
六
巻
。
祖
宗
聖
訓
、
名
臣
事
　
及
び
藝
術
、
仙
繹
、
神
怪
、
夷
狭
、

　
　
風
俗
、
麓
か
れ
て
二
十
六
門
と
為
す
。

と
あ
る
。

　
宋
朝
国
史
に
由
来
す
る
『
宋
史
』
「
芸
文
志
」
に
ニ
ヵ
所
の
中
で
著
録
し
て
あ
る
。
巻
二
〇
三
史
類
「
故
事
類
」
に

　
　
江
少
虞
皇
朝
事
實
類
苑
、
二
十
六
巻
。

と
あ
る
が
、
子
類
「
類
事
類
」
に
も
全
く
同
じ
文
字
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
明
代
凌
建
知
『
万
姓
統
譜
』
巻
三
「
江
少
虞
」
の
条
に
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「
著
す
所
の
宋
朝
類
要
、
詔
し
て
史
館
に
蔵
せ
し
む
」
と
見
え
る
。
こ
の
「
類
要
」
は
「
類
苑
」
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ

っ
て
江
少
虞
の
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
は
朝
廷
に
呈
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
皇
帝
が
史
館
に
収
蔵
さ
せ
る
と
命
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
れ
は
国
史
芸
文
志
に
収
録
さ
れ
、
後
に
『
宋
史
』
「
芸
文
志
」
の
著
録
に
見
え
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
次
に
、
伝
統
的
書
目
の
集
大
成
で
あ
る
『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
の
著
録
を
見
て
み
よ
う
。

　
巻
一
二
三
子
部
雑
家
類
に

　
　
　
事
實
類
苑
六
十
三
巻
、
宋
の
江
少
虞
撰
す
。
…
凡
そ
二
十
四
門
。
自
序
に
二
十
八
門
と
作
る
は
、
蓋
し
伝
録
の
誰
な
り
。
…
王

　
　
士
禎
又
た
此
の
書
四
十
毬
と
載
し
、
而
ど
も
今
本
宴
は
六
十
三
巻
。
諸
本
を
検
勘
す
る
に
皆
な
合
い
、
並
び
に
同
異
無
し
、
疑
う

　
　
ら
く
は
亦
た
士
禎
の
筆
誤
の
失
な
ら
ん
と
云
う
。
（
事
實
類
苑
六
十
三
巻
、
宋
江
少
虞
撰
。
…
凡
二
十
四
門
、
自
序
作
二
十
八
門
、

　
　
蓋
伝
録
之
設
也
。
…
王
士
禎
又
載
此
書
四
十
巻
、
而
今
本
建
六
十
三
巻
。
検
勘
諸
本
皆
合
、
並
無
同
異
、
疑
亦
士
禎
筆
誤
之
失
云
。
）

と
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
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（
五
）
　
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
の
現
存
版
本

　
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
の
現
存
版
本
は
、
『
現
存
宋
人
著
述
総
録
』
の
著
録
に
よ
っ
て
、
『
新
彫
皇
朝
類
苑
』
を
題
と
す
る
上
海
図
書
館

所
蔵
の
明
抄
本
六
十
三
巻
、
『
事
実
類
苑
』
を
題
と
す
る
『
四
庫
全
書
』
本
六
十
三
巻
、
『
新
彫
皇
朝
類
苑
』
を
題
と
す
る
民
国
『
諦
券

室
叢
刊
初
編
』
本
七
十
八
巻
、
『
宋
朝
事
実
類
苑
』
を
題
と
す
る
一
九
八
一
年
上
海
古
籍
出
版
社
の
七
十
八
巻
校
点
本
、
と
そ
れ
ぞ
れ

存
在
す
る
。
さ
ら
に
日
本
の
『
全
國
漢
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』
を
調
べ
て
み
る
と
、
以
上
の
版
本
の
ほ
か
、
ま
た
日
本
の
宮
内
庁
書
陵
部

や
公
文
書
館
な
ど
複
数
の
蔵
書
機
関
に
『
新
彫
皇
朝
類
苑
』
あ
る
い
は
『
皇
宋
事
実
類
苑
』
を
題
と
す
る
元
和
七
年
刊
古
活
字
勅
版
本

七
十
八
巻
が
所
蔵
さ
れ
て
あ
る
。



（
六
）
　
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
に
お
け
る
二
つ
の
版
本
系
統

　
以
上
の
現
存
版
本
を
見
れ
ば
、
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
は
六
十
三
巻
本
と
七
十
八
巻
本
と
い
う
二
系
統
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し

て
、
事
項
と
し
て
六
十
三
巻
本
で
は
二
十
四
門
に
分
類
す
る
が
、
七
十
八
巻
本
は
二
十
八
門
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
は
七
十
八
巻
本
を
述
べ
た
い
と
思
う
。
江
少
虞
が
紹
興
十
五
年
（
＝
四
五
）
に
書
し
た
自
序
で
は
明
確
に
「
麓
為
二
十
八
門
」

と
記
し
て
あ
る
た
あ
、
完
成
し
た
時
点
で
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
は
七
十
八
巻
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
断
定
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
和
刻
本
の
由
来
す
る
麻
沙
書
坊
が
刊
行
し
た
七
十
八
巻
本
に
よ
っ
て
も
証
明
で
き
る
。
た
だ
麻
沙
書
坊
本
は
書
が
完
成
し
た
ば
か

り
の
八
年
後
に
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
直
後
の
紹
興
二
十
九
年
（
＝
五
九
）
に
こ
の
七
十
八
巻
本
が
伝
わ
っ
た
と
い
う
記
録

も
史
籍
に
見
え
る
。
『
建
炎
以
來
繋
年
要
録
』
巻
一
八
二
に
「
（
六
月
）
己
丑
、
秘
閣
修
撰
・
提
挙
江
州
太
平
興
国
宮
張
九
成
卒
し
、
年

は
六
十
八
。
九
成
は
風
を
病
む
を
以
て
廃
し
、
且
つ
明
を
喪
う
。
前
の
五
日
、
爾
疾
頓
に
除
き
、
其
の
親
旧
皆
な
喜
ぶ
。
是
に
至
た
り

て
、
偶
々
諸
生
と
江
少
虞
集
す
る
所
の
『
皇
朝
類
苑
』
を
読
む
。
章
聖
東
に
封
じ
て
、
丁
謂
の
玉
帯
を
取
る
事
に
至
り
て
、
忽
に
怒
り

て
日
く
、
丁
謂
姦
邪
、
人
主
の
物
と
錐
も
亦
た
術
を
以
て
取
る
と
。
因
り
て
澤
ば
ず
、
巻
を
廃
し
て
入
る
。
疾
復
び
作
こ
り
、
言
う
能

わ
ず
、
一
夕
に
卒
す
。
（
己
丑
、
秘
閣
修
撰
提
挙
江
州
太
平
興
国
宮
張
九
成
卒
、
年
六
十
八
。
九
成
以
病
風
廃
、
且
喪
明
。
前
五
日
、

爾
疾
頓
除
。
其
親
旧
皆
喜
。
至
是
、
偶
與
諸
生
読
江
少
虞
所
集
『
皇
朝
類
苑
』
。
至
章
聖
東
封
、
丁
謂
取
玉
帯
事
、
忽
怒
日
：
『
丁
謂
姦

邪
、
錐
人
主
物
亦
以
術
取
。
』
因
不
澤
、
廃
巻
而
入
。
疾
復
作
、
不
能
言
、
一
夕
卒
）
」
と
あ
る
。
調
べ
て
み
る
と
、
「
丁
謂
取
玉
帯
事
」

は
『
類
苑
』
巻
七
一
の
「
詐
妄
謬
誤
」
門
に
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
張
九
成
が
読
ん
だ
『
類
苑
』
は
七
十
八
巻
本
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
中
国
の
文
献
上
で
唯
一
の
七
十
八
巻
本
の
使
用
記
録
で
あ
る
。

　
そ
の
後
南
宋
宰
相
周
必
大
が
『
文
忠
集
』
巻
一
五
八
に
引
用
し
た
「
顔
花
」
の
条
は
『
類
苑
』
の
巻
六
〇
に
見
え
る
。
元
代
陶
宗
儀
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の
『
説
郭
』
巻
三
七
に
引
用
し
て
い
る
五
条
の
『
類
苑
』
は
そ
れ
ぞ
れ
巻
八
、
九
、
一
〇
、
＝
二
に
お
い
て
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
3
6

　
現
存
版
本
で
は
、
明
抄
本
と
『
四
庫
全
書
』
本
は
と
も
に
六
十
三
巻
本
で
あ
り
、
『
諦
芽
室
叢
刊
初
編
』
本
は
七
十
八
巻
で
あ
る
が
、
　
号

実
は
そ
れ
は
和
刻
本
の
元
和
七
年
刊
古
活
字
勅
版
本
の
復
刻
本
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
荊

　
以
上
の
事
実
が
表
明
し
た
の
は
、
南
宋
紹
興
年
間
以
降
、
『
類
苑
』
の
七
十
八
巻
本
は
行
方
不
明
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
明
代
後
　
田

期
に
当
た
る
元
和
七
年
（
エ
ハ
三
・
天
啓
兀
年
）
に
呆
に
お
い
て
現
わ
れ
・
刊
行
さ
れ
て
い
る
・
　
　
　
　
酬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東

　
次
は
六
十
三
巻
本
の
こ
と
を
見
て
み
た
い
と
思
う
。

　
明
抄
本
と
『
四
庫
全
書
』
本
が
現
存
す
る
事
実
か
ら
見
れ
ば
、
六
十
三
巻
本
は
主
に
写
本
の
形
で
中
国
に
伝
わ
っ
て
お
り
、
ま
た
か

な
り
ま
れ
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
宋
代
の
書
目
文
献
で
『
類
苑
』
に
関
す
る
著
録
か
ら
も
う
一
つ
の
事
実
が
窺
え
る
。
『
直
齋
書
録
解

題
』
、
『
玉
海
』
お
よ
び
『
宋
史
』
は
、
い
ず
れ
も
『
類
苑
』
を
二
十
六
巻
と
著
録
し
て
あ
る
。
こ
の
「
二
十
六
巻
」
は
「
六
十
一
巻
」

の
数
字
が
逆
さ
ま
と
な
り
、
齪
齪
が
生
じ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
六
十
三
巻
の
『
四
庫
全
書
』
本
を
七

十
八
巻
の
和
刻
本
と
比
較
考
察
し
て
見
る
と
、
六
十
三
巻
本
は
七
十
八
巻
本
の
六
十
一
巻
分
に
相
当
す
る
。
そ
の
第
三
十
五
、
三
十
六
、

三
十
七
毬
は
和
刻
本
の
第
三
十
五
、
三
十
六
巻
で
あ
り
、
第
四
十
、
四
十
一
巻
は
和
刻
本
の
第
四
十
巻
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
推
測
が
成
り
立
つ
な
ら
ば
、
南
宋
の
二
十
八
門
七
十
八
巻
の
麻
沙
本
『
類
苑
』
が
刊
行
さ
れ
た
後
、
そ
の
伝
播
は
ま
も
な
く
跡
を

絶
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
細
々
と
続
い
て
伝
わ
っ
て
い
る
の
は
二
十
四
門
の
六
十
三
巻
本
で
あ
る
。

（
七
）
　
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
の
二
系
統
版
本
の
関
係

　
六
十
三
巻
本
は
七
十
八
巻
本
よ
り
実
際
上
で
十
七
巻
分
の
内
容
が
少
な
い
。
こ
の
六
十
三
巻
本
の
由
来
が
い
っ
た
い
何
で
あ
る
の
か
。

そ
の
少
な
く
な
っ
た
四
門
十
七
巻
は
散
逸
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
別
の
原
因
が
あ
る
の
か
。
は
っ
き
り
と
考
察
す
る
た
め
に
、
『
類
苑
』



分
類
項
目
を
表
に
作
成
す
る
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
二
欄
に
分
け
た
分
類
項
目
表
の
前
半
は
六
十
三
巻
本
の
内
容
で
あ
る
が
、
後
半
を
加
え
、
七
十
八
巻
本
と
な
っ
た
。
こ
の
分
類
項
目

表
を
見
る
と
、
七
十
八
巻
本
の
最
後
の
四
門
十
七
巻
の
内
容
は
六
十
三
巻
本
に
な
い
。

　
六
十
三
巻
本
の
巻
末
に
江
少
虞
の
も
う
一
つ
の
自
序
が
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
少
虞
、
幼
い
よ
り
雑
覧
を
喜
び
、
家
居
に
諸
史
・
雑

　
表
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記
の
風
化
に
関
わ
る
者
を
摘
し
、
此
の
篇
を
纂
し
成
り
、

祖
宗
聖
訓

名
臣
事
　

顧
問
奏
封

典
禮
音
律

衣
冠
盛
事

詞
翰
書
籍

詩
歌
賦
詠

暖
達
隠
逸

休
祥
夢
兆

書
書
伎
藝

將
帥
才
略

廣
知
博
識

風
俗
雑
誌

（｝

`
五
、
巻
五
ま
で
）
、
　
君
臣
知
遇
（
一
～
二
、
巻
七
ま
で
）
、

（一

`
五
、
巻
一
二
ま
で
）
、
徳
量
智
識
（
一
～
二
、
巻
一
四
ま
で
）
、

（一

`
二
、
巻
一
六
ま
で
）
、
忠
言
諜
論
（
一
～
二
、
巻
一
七
ま
で
）
、

（一

`
三
、
巻
二
〇
ま
で
）
、
官
政
治
績
（
一
～
三
、
巻
二
三
ま
で
）
、

（
巻
二
四
）
、
官
職
儀
制
（
一
～
四
、
巻
二
八
ま
で
）
、

（一

`
三
、
巻
三
一
ま
で
）
、
典
故
沿
革
（
一
～
二
、
巻
三
三
ま
で
）

（一

`
六
、
巻
三
九
ま
で
）
、
文
章
四
六
（
巻
四
〇
）
、

（一

`
二
、
巻
四
二
ま
で
）
、
仙
繹
僧
道
（
一
～
二
、
巻
四
四
ま
で
）
、

（一

`
三
、
巻
四
七
ま
で
）
、
占
相
書
藥
（
一
～
二
、
巻
四
九
ま
で
）
、

（一

`
三
、
巻
五
二
ま
で
）
、
忠
孝
節
義
（
一
～
二
、
巻
五
四
ま
で
）
、

（一

`
三
、
巻
五
四
～
巻
五
六
ま
で
）
、
知
人
薦
墨
（
巻
五
七
）
、

（一

`
二
、
巻
五
九
ま
で
）
、
廣
知
博
識
（
巻
五
九
）
、

（一

`
二
、
巻
六
一
ま
で
）
、

風
俗
雑
誌

神
異
幽
怪

安
邊
禦
憲

（
三
、
巻
六
二
）
、
談
譜
戯
諺
（
一
～
五
、
巻
六
七
ま
で
）

（一

`
二
、
巻
六
九
ま
で
）
、
詐
妄
謬
誤
（
一
～
五
、
巻
七
四
ま
で
）
、

（一

`
四
、
巻
七
八
ま
で
）

題
し
て
皇
宋
事
實
類
苑
と
日
う
。
本
朝
の
祖
宗
聖
訓
よ

り
始
ま
り
、
風
土
雑
志
に
終
わ
り
、
総
て
六
十
三
巻
と

す
。
少
虞
不
敏
、
何
ぞ
敢
て
著
述
と
為
さ
ん
や
、
但
だ

奮
を
伝
う
る
の
み
。
之
れ
歳
月
を
考
え
れ
ば
、
十
四
の

寒
暑
を
越
え
、
更
ら
に
博
治
君
子
焉
を
訂
す
を
侯
つ
。

紹
興
戊
寅
九
月
日
、
江
少
虞
志
す
。

　
（
少
虞
自
幼
喜
雑
覧
、
家
居
摘
諸
史
雑
記
關
於
風
化

者
、
纂
成
此
篇
、
題
日
皇
宋
事
實
類
苑
。
始
於
本
朝
祖

宗
聖
訓
、
終
於
風
土
雑
志
、
練
六
十
三
巻
。
少
虞
不
敏
、

何
敢
為
著
述
、
但
傳
蕾
而
已
。
考
之
歳
月
、
越
十
四
寒

暑
、
更
挨
博
沿
君
子
訂
焉
。
紹
興
戊
寅
九
月
日
江
少
虞

志
）
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と
あ
る
。
こ
の
紹
興
戊
寅
は
紹
興
二
十
八
年
（
＝
五
八
）
で
あ
る
。
江
少
虞
の
紹
興
十
五
年
（
＝
四
五
）
の
自
序
に
対
し
て
、
こ

の
序
は
後
序
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
は
っ
き
り
と
比
べ
る
た
め
に
、
つ
ぎ
は
江
少
虞
が
紹
興
十
五
年
に
書
い
た
前
序
の
関
係
す
る
部

分
を
引
き
出
し
て
み
る
。

　
　
　
嚢
、
鯨
暇
に
因
り
、
備
え
て
極
め
て
討
論
す
。
一
話
一
言
自
り
、
皆
な
比
附
倫
類
し
て
之
れ
を
整
齊
と
す
。
其
の
文
雅
馴
と
せ

　
　
ず
、
或
い
は
抵
悟
有
る
者
を
去
る
。
齢
自
り
實
を
拠
り
て
條
次
し
、
敢
え
て
一
字
を
以
て
増
損
せ
ず
。
凡
を
総
べ
て
目
を
會
め
、

　
　
合
わ
せ
て
一
書
と
為
し
、
名
を
皇
宋
事
寳
類
苑
と
日
う
。
聖
誤
神
訓
、
朝
事
典
物
、
お
よ
び
動
名
賢
達
、
前
言
往
行
、
藝
術
仙
繹

　
　
神
怪
の
事
、
夷
狭
風
俗
の
殊
、
繊
悉
な
る
を
備
有
し
、
麓
あ
て
二
十
八
門
と
為
す
。

　
　
　
（
襲
因
鯨
暇
、
備
極
討
論
、
自
一
話
一
言
、
皆
比
附
倫
類
而
整
齊
之
、
去
其
文
不
雅
馴
、
或
有
抵
悟
者
。
自
齢
擦
實
條
次
、
不

　
　
敢
以
一
字
増
損
、
縛
凡
會
目
、
合
為
一
書
、
名
日
：
皇
宋
事
寳
類
苑
。
聖
護
神
訓
、
朝
事
典
物
、
與
夫
渤
名
賢
達
前
言
往
行
、
藝

　
　
術
仙
繹
神
怪
之
事
、
夷
狭
風
俗
之
殊
、
繊
悉
備
有
、
麓
為
二
十
八
門
）

と
あ
る
。

　
江
氏
本
人
の
前
後
両
序
文
を
比
べ
て
み
る
と
、
『
類
苑
』
に
関
す
る
情
報
を
い
く
つ
か
得
ら
れ
る
。
前
序
に
『
類
苑
』
の
巻
数
を
明

確
に
記
さ
な
い
が
、
二
十
八
門
に
分
け
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
の
は
、
七
十
八
巻
本
の
項
目
分
類
と
合
致
す
る
。
ま
た
内
容
に
つ
い
て
、

「
仙
繹
神
怪
の
事
、
夷
狭
風
俗
の
殊
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
す
で
に
巻
六
八
、
巻
六
九
の
「
神
異
幽
怪
」
と
巻
七
五
以
後
の
「
安

邊
禦
憲
」
項
目
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
い
ず
れ
も
前
序
で
い
う
『
類
苑
』
が
七
十
八
巻
本
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
後
序
に
は
「
祖
宗
聖
訓
よ
り
始
ま
り
、
風
土
雑
志
に
終
わ
り
、
総
て
六
十
三
巻
と
す
」
と
記
し
て
あ
る
。
こ
の
「
六
十
三
雀
」

の
巻
数
と
終
了
の
項
目
「
風
土
雑
志
」
は
、
明
確
に
『
類
苑
』
は
二
十
四
門
を
分
け
る
六
十
三
巻
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
。

　
ま
た
、
江
氏
本
人
が
自
ら
書
い
た
前
後
両
序
文
は
矛
盾
が
あ
り
、
そ
れ
を
ど
う
解
釈
す
る
べ
き
か
。
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こ
の
問
題
は
、
ま
ず
『
四
庫
全
書
』
の
編
集
者
を
当
惑
さ
せ
た
。
全
く
七
十
八
巻
本
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
四
庫
館
臣
は
江
少
虞

自
序
で
の
「
麓
か
れ
て
二
十
八
門
と
為
す
」
と
い
う
文
句
を
不
可
解
と
思
っ
た
た
め
、
『
四
庫
提
要
』
に
「
蓋
し
伝
録
の
設
な
り
」
と

曖
昧
に
推
測
し
た
。
さ
ら
に
七
十
八
巻
本
に
依
拠
し
て
整
理
し
て
句
点
を
入
れ
た
上
海
古
籍
出
版
社
の
『
類
苑
』
の
「
出
版
説
明
」
に

も
「
七
十
八
巻
本
と
六
十
三
巻
本
と
の
関
係
は
、
い
ま
な
お
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
」
と
そ
の
困
惑
が
伺
え
る
よ
う
な
文
章
で
表
し
て

い
る
。
実
は
清
代
の
四
庫
館
臣
と
今
日
の
上
海
古
籍
出
版
社
の
整
理
者
を
困
惑
さ
せ
た
原
因
は
、
そ
の
前
後
両
序
文
に
対
す
る
理
解
の

偏
り
お
よ
び
見
落
と
し
た
内
容
が
あ
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
謎
と
な
っ
て
い
る
部
分
の
答
え
は
ま
さ
に
そ
の
両
序
文
に
存
在
す
る
と

い
え
る
。

　
前
序
に
よ
る
と
、
紹
興
十
五
年
（
＝
四
五
）
の
時
点
で
成
立
し
た
『
類
苑
』
は
確
か
に
二
十
八
門
の
七
十
八
巻
で
あ
る
。
ま
た
こ

の
七
十
八
巻
本
は
和
刻
本
の
刊
記
に
よ
っ
て
紹
興
二
十
三
年
（
＝
五
三
）
に
刊
行
し
た
。
さ
ら
に
刊
行
後
の
七
十
八
巻
本
は
李
心
伝

の
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
に
よ
っ
て
紹
興
二
十
九
年
（
一
一
五
九
）
の
時
点
で
当
時
の
人
に
読
ま
れ
る
記
録
も
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ

が
、
紹
興
二
十
八
年
（
＝
五
八
）
に
書
い
た
後
序
に
よ
る
と
、
『
類
苑
』
は
二
十
四
門
の
六
十
三
巻
と
な
っ
た
。
異
な
る
前
後
時
期

に
編
纂
者
本
人
が
書
い
た
両
序
文
で
は
、
こ
の
よ
う
な
事
実
を
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
六
十
三
巻
本
の
『
類
苑
』
は
伝
播
の
過
程
に
散

逸
し
た
も
の
で
は
な
く
、
編
纂
者
江
少
虞
が
自
ら
削
除
し
た
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
江
少
虞
は
『
類
苑
』
刊
行
の
六
年
後
に

改
め
て
「
風
俗
雑
誌
」
の
一
部
と
「
談
譜
戯
誰
」
「
神
異
幽
怪
」
「
詐
妄
謬
誤
」
「
安
邊
禦
冠
」
と
い
う
四
項
目
あ
ま
り
の
十
七
巻
を
削

除
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。
具
体
的
な
真
相
は
す
で
に
考
証
で
き
な
く
な
っ
た
が
、
前
述
し
た
当
時
の
人
が
『
類
苑
』
に
記
さ
れ
て
い
る

内
容
に
よ
っ
て
宋
代
史
上
の
人
物
に
善
し
悪
し
を
論
評
し
た
記
録
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
記
録
か
ら
、
推
測
し
て
み
る
と
、
紹
興
年
間
は

南
宋
前
期
と
し
て
北
宋
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
な
い
時
期
に
あ
た
る
た
め
、
当
時
の
有
力
者
の
先
祖
が
批
判
さ
れ
た
内
容
が
こ
の
四
項
目

の
な
か
に
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
編
纂
者
江
少
虞
が
思
わ
ぬ
災
難
に
み
ま
わ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
削
除
訂
正
の
作
業
を
行
っ
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た
可
能
性
が
な
い
わ
け
が
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
四
庫
館
臣
に
『
類
苑
』
の
編
纂
年
月
に
誤
解
さ
せ
た
「
十
四
の
寒
暑
を
越

え
、
更
ら
に
博
治
の
君
子
焉
を
訂
す
を
侯
つ
」
と
い
う
後
序
の
文
句
は
、
『
類
苑
』
の
完
成
か
ら
後
序
の
執
筆
ま
で
十
四
年
を
経
た
が
、

ご
批
正
を
願
う
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
こ
う
し
た
謙
遜
の
表
現
は
、
や
は
り
非
難
を
招
い
て
し
ま
う
こ
と
を
お
そ
れ
た
と
い

う
苦
衷
が
流
露
し
た
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
要
す
る
に
ど
の
よ
う
な
原
因
を
問
わ
ず
、
編
纂
者
江
少
虞
本
人
が
削
除
訂
正
の
後
、
『
類
苑
』
は
中
国
に
六
十
三
巻
本
の
形
で
伝
わ

っ
て
お
り
、
七
十
八
巻
本
が
ほ
ぼ
跡
を
絶
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
幸
い
は
、
江
少
虞
が
削
除
訂
正
の
作
業
を
行
う
前
に
刊
行
さ
れ
た
麻
沙

本
『
類
苑
』
は
早
々
と
日
本
に
伝
来
し
て
さ
ら
に
再
刊
行
に
よ
っ
て
生
き
延
び
、
つ
い
に
『
類
苑
』
の
完
本
は
今
日
ま
で
残
さ
れ
、
清

末
に
中
国
に
還
流
し
た
。
七
十
八
巻
本
が
世
に
生
き
る
こ
と
は
編
纂
者
江
少
虞
の
志
と
違
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
豊
富
な
史
料
が
こ
れ

に
よ
っ
て
保
存
さ
れ
た
の
は
何
よ
り
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
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（
八
）
　
和
刻
本
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
の
史
料
価
値
挙
例

　
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
は
五
〇
種
類
以
上
の
史
籍
や
随
筆
な
ど
の
抄
録
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
抄
録
さ
れ
た
五
〇
種
類
以
上
の

史
籍
や
随
筆
な
ど
に
つ
い
て
は
、
現
在
そ
の
大
半
を
す
で
に
散
逸
或
い
は
不
完
全
な
状
態
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
、
『
皇
朝
事

実
類
苑
』
を
頼
っ
て
多
く
の
内
容
が
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
は
散
逸
し
た
も
の
を
集
め
る
淵
藪
の

一
つ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
日
本
が
輸
入
し
て
再
刊
行
す
る
と
い
う
和
刻
本
の
形
で
日
本
に
伝
わ
り
、
そ
し
て
二
〇
世
紀
の
初
頭
に
は

じ
め
て
中
国
に
還
流
し
た
と
さ
れ
る
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
の
初
刊
七
十
八
巻
本
は
、
中
国
に
伝
わ
っ
て
い
る
編
纂
者
江
少
虞
の
再
訂
版

六
十
三
巻
本
よ
り
一
七
巻
も
多
い
。
こ
の
一
七
巻
の
分
量
は
約
一
〇
万
字
に
達
し
て
い
る
。
部
類
と
し
て
「
風
俗
雑
誌
」
門
の
第
三
巻

一
巻
と
「
談
譜
戯
諺
」
門
五
巻
、
「
神
異
幽
怪
」
門
二
巻
、
「
詐
妄
謬
誤
」
門
五
巻
、
「
安
邊
禦
憲
」
門
四
巻
で
あ
る
。
こ
の
四
門
余
り



の
内
容
の
な
か
で
、
す
で
に
散
逸
し
て
わ
ず
か
に
『
類
苑
』
だ
け
見
ら
れ
る
も
の
も
存
在
す
る
た
め
、
そ
の
史
料
価
値
と
校
勘
価
値
は

非
常
に
高
い
と
い
え
る
。
次
に
お
い
て
、
ほ
ん
の
一
つ
の
例
を
取
り
上
げ
て
み
る
。

　
北
宋
煕
寧
五
年
、
つ
ま
り
延
久
四
年
の
冬
（
一
〇
七
三
年
）
、
五
壼
山
を
巡
礼
し
て
宿
泊
先
で
あ
る
開
封
太
平
興
国
寺
の
傳
法
院
に

戻
っ
た
成
尋
は
、
梵
才
三
蔵
か
ら
『
楊
文
公
談
苑
』
と
い
う
書
を
借
り
て
、
そ
の
な
か
の
日
本
に
関
係
す
る
記
事
を
意
外
に
も
発
見
し
、

喜
ん
で
そ
の
数
条
を
日
記
に
書
き
写
し
た
。
『
参
天
台
五
台
山
記
校
本
並
に
研
究
』
を
著
し
た
平
林
文
雄
氏
は
、
「
こ
の
『
談
苑
』
は
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

存
せ
ず
、
成
尋
所
引
の
こ
の
一
章
は
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
平
林
氏
が
述
べ
た
通
り
、
北
宋
前
期
有

名
な
文
人
楊
億
の
話
を
記
録
す
る
『
楊
文
公
談
苑
』
は
現
存
せ
ず
、
散
逸
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
成
尋
の
抄
録
は
『
楊
文
公
談

苑
』
の
唯
一
の
残
存
で
は
な
い
。
一
九
九
〇
年
代
に
中
国
の
学
者
は
宋
代
以
降
の
文
献
か
ら
侠
文
二
三
三
条
を
蒐
集
し
て
『
楊
文
公
談

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

苑
』
の
輯
本
を
作
り
あ
げ
て
刊
行
し
た
。
こ
の
輯
本
に
よ
る
主
な
蒐
集
文
献
が
、
ま
さ
に
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
で
あ
る
。
『
類
苑
』
で

は
数
多
く
の
『
楊
文
公
談
苑
』
を
引
い
て
い
る
。
全
書
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
そ
の
引
用
が
散
見
し
て
い
る
が
、
六
十
三
巻
本
に
な
い
七

十
八
巻
本
の
最
後
の
十
七
巻
だ
け
を
調
べ
る
と
、
意
外
に
も
三
〇
条
の
『
楊
文
公
談
苑
』
の
引
用
文
が
あ
る
。
成
尋
が
書
き
写
し
た
第

一
条
も
ち
ょ
う
ど
巻
七
八
に
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
日
本
の
研
究
に
お
け
る
重
要
史
料
は
中
国
の
六
十
三
巻
本
で
は
見
ら
れ
な
く
な
っ

た
。　

平
林
文
雄
氏
校
訂
本
『
参
天
台
五
台
山
記
』
巻
五
に
抄
録
し
た
『
楊
文
公
談
苑
』
の
第
一
条
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
公
言
。
雍
煕
初
日
本
僧
窟
然
來
朝
。
献
其
國
職
員
令
年
代
記
。
齎
然
依
録
自
云
。
姓
藤
原
氏
為
真
連
國
五
品
官
也
。
齎
然
善
筆

　
　
札
而
不
通
華
言
。
有
所
問
壷
以
封
之
。
國
有
五
纒
及
繹
氏
纒
教
。
並
得
於
中
國
。
有
『
白
居
易
集
』
七
十
巻
。
第
管
州
六
十
八
。

　
　
土
暖
而
人
少
。
率
長
壽
。
多
百
飴
歳
。
國
王
一
姓
相
傳
六
十
四
世
。
文
武
僚
吏
皆
世
官
。
予
在
史
局
閲
所
降
禁
書
。
有
日
本
年
代

　
　
紀
一
巻
及
齎
然
表
敵
一
巻
。
因
得
修
其
國
史
傳
其
詳
。
齎
然
後
漏
國
。
附
商
人
船
奉
所
貢
方
物
為
謝
。
案
日
本
倭
之
別
種
也
。
以
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國
在
日
邊
故
以
日
本
為
名
。
或
言
。
悪
倭
之
名
不
雅
改
之
。
蓋
通
中
國
文
字
故
唐
長
安
中
遣
其
大
臣
真
人
來
貢
。
皆
讃
纒
史
善
厩

　
　
文
。
後
亦
累
有
使
至
。
多
求
文
籍
繹
典
以
鋸
。
開
元
中
有
朝
衡
者
。
隷
太
學
懸
學
。
仁
至
補
閾
求
蹄
國
。
授
撮
校
秘
書
監
放
還
。

　
　
王
維
及
當
時
名
輩
皆
有
詩
序
送
別
。
後
不
果
去
。
歴
官
至
右
常
侍
安
南
都
督
。
呉
鏡
氏
多
因
海
舶
通
信
。
天
台
智
者
教
五
百
余
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
有
録
而
多
閾
、
質
人
言
日
本
有
之
。
鏡
傲
置
書
於
其
國
王
奉
黄
金
五
百
爾
求
寓
其
本
蓋
得
之
。
況
今
天
台
教
大
布
江
左
。

と
。　

こ
の
引
用
文
を
『
類
苑
』
の
引
用
と
比
べ
て
見
る
と
、
若
干
の
文
字
異
同
が
あ
る
。
こ
う
し
た
異
同
は
そ
の
史
料
の
意
味
理
解
に
関

わ
る
。
次
は
そ
の
主
な
異
同
を
校
勘
し
て
み
よ
う
。

　
　
［
一
］
　
「
萄
然
依
録
自
云
姓
藤
原
氏
為
真
連
國
五
品
官
也
」
　
　
「
依
録
」
、
『
類
苑
』
は
「
衣
緑
」
に
作
り
、
正
し
い
。
緑
の
衣
服

　
　
　
　
を
着
る
の
は
人
の
あ
る
身
分
を
示
す
。
こ
れ
は
後
に
述
べ
る
内
容
に
関
連
す
る
。
正
し
い
句
点
は
「
齎
然
衣
緑
、
自
云
姓
藤

　
　
　
　
原
氏
、
為
真
連
、
国
五
品
官
也
」
と
す
べ
き
。

　
　
［
二
］
　
「
有
所
問
壷
以
封
之
」
　
　
「
蓋
」
、
『
類
苑
』
は
「
書
」
に
作
る
。
前
文
の
「
齎
然
善
筆
札
而
不
通
華
言
」
を
見
れ
ば
、
「
書
」

　
　
　
　
に
作
る
は
正
し
い
。
こ
れ
は
字
形
の
類
似
に
よ
り
生
じ
た
誤
り
。

　
　
［
三
］
　
「
第
管
州
六
十
八
」
　
「
第
」
、
『
類
苑
』
は
「
地
」
に
作
る
が
、
「
第
」
は
正
し
い
。
こ
れ
は
管
轄
す
る
州
の
数
が
少
な
い

　
　
　
　
こ
と
を
い
う
。

　
　
［
四
］
　
「
因
得
修
其
國
史
傳
其
詳
」
　
　
「
其
」
、
『
類
苑
』
は
「
甚
」
に
作
り
、
正
し
い
。
「
傳
」
は
伝
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
「
史

　
　
　
　
傳
」
と
合
わ
せ
て
紀
伝
体
史
書
の
列
伝
の
こ
と
。
こ
こ
で
宋
朝
国
史
の
日
本
国
伝
を
指
す
。

　
　
［
五
］
　
「
或
言
悪
倭
之
名
不
雅
改
之
」
　
　
『
類
苑
』
は
「
不
惟
改
之
」
に
作
る
が
、
脱
文
も
有
る
し
、
文
字
も
誤
り
。

　
　
［
六
］
　
「
隷
太
學
鷹
學
仁
至
補
閾
求
錦
國
授
検
校
秘
書
監
放
還
」
　
　
『
類
苑
』
に
二
つ
目
の
「
学
」
は
「
挙
」
に
作
り
、
「
仁
」
は
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「
仕
」
に
作
り
、
「
撮
」
は
「
検
」
に
作
り
、
と
も
に
正
し
い
。
「
応
挙
」
は
科
挙
試
験
に
参
加
す
る
こ
と
。
「
仕
」
は
入
官

　
　
　
　
の
こ
と
。
「
検
校
」
は
官
名
の
一
部
。
正
し
い
句
点
は
「
隷
太
学
、
応
挙
、
仕
至
補
閾
、
求
帰
国
、
授
検
校
秘
書
監
、
放
還
」

　
　
　
　
と
す
べ
き
。

　
　
［
七
］
　
「
歴
官
至
右
常
侍
安
南
都
督
」
　
　
『
類
苑
』
に
「
至
右
」
は
「
左
右
」
に
作
り
、
「
都
督
」
は
「
郡
督
」
に
作
る
。
案
ず
る

　
　
　
　
に
、
朝
衡
の
官
職
に
つ
い
て
、
『
旧
唐
書
』
巻
一
九
九
日
本
国
伝
に
「
左
散
騎
常
侍
、
鎮
南
都
護
」
に
作
り
、
『
新
唐
書
』
巻

　
　
　
　
二
二
〇
日
本
国
伝
に
「
左
散
騎
常
侍
、
安
南
都
護
」
に
作
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
『
五
台
山
記
』
と
『
類
苑
』
は
と
も
に
誤
り

　
　
　
　
が
あ
る
。

　
　
［
八
］
　
「
銭
傲
置
書
於
其
國
王
」
　
　
「
国
王
」
、
『
類
苑
』
は
「
国
主
」
に
作
り
、
正
し
い
。
北
宋
の
建
国
後
、
南
唐
、
呉
越
な
ど

　
　
　
　
の
南
方
諸
国
の
国
王
は
ラ
ン
ク
下
の
「
国
主
」
と
改
称
し
た
た
め
、
呉
越
は
自
ら
の
立
場
か
ら
日
本
国
王
を
国
主
と
い
う
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
　
　
が
当
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
［
九
］
　
「
流
今
天
台
教
大
布
江
左
」
　
　
「
況
」
は
通
じ
ず
、
『
類
苑
』
は
「
詑
」
に
作
り
、
正
し
い
。

　
以
上
の
校
勘
を
見
れ
ば
、
『
五
台
山
記
』
と
『
類
苑
』
の
抄
録
は
そ
れ
ぞ
れ
長
じ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
残
念
な
の
は
平
林
文
雄

氏
が
『
参
天
台
五
台
山
記
』
を
校
訂
さ
れ
た
際
、
十
数
以
上
の
別
本
を
使
わ
れ
た
が
、
『
類
苑
』
の
『
楊
文
公
談
苑
』
の
引
用
文
を
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

わ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
藤
善
眞
澄
氏
の
論
文
「
成
尋
と
楊
文
公
談
苑
」
に
お
い
て
、
成
尋
が
日
本
に
初
め
て
齎
し
た
と
思
わ
れ
る
『
楊

文
公
談
苑
』
が
す
で
に
散
侠
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
『
参
記
』
に
書
写
し
た
も
の
が
大
変
貴
重
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
藤
善
眞

澄
氏
も
七
十
八
巻
本
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
に
数
多
く
の
『
楊
文
公
談
苑
』
侠
文
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

中
国
側
に
も
同
じ
状
況
が
あ
る
。
六
〇
年
代
正
史
と
呼
ば
れ
る
「
二
十
四
史
」
の
ひ
と
つ
で
あ
る
『
宋
史
』
を
校
勘
す
る
際
に
、
当
時

多
く
の
一
流
の
歴
史
学
者
が
そ
の
作
業
に
参
加
し
た
。
『
宋
史
』
巻
四
九
一
「
日
本
伝
」
を
校
勘
す
る
と
き
、
以
下
の
校
勘
記
を
作
っ
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た
。　

職
員
今
　
「
今
」
、
日
成
尋
参
天
台
五
台
山
記
延
久
四
年
十
二
月
二
十
九
日
條
引
楊
文
公
談
苑
作

　
　
　
　
　
也
作
「
令
」
、
當
是
。

「
令
」
、
清
黄
遵
憲
日
本
國
志
巻
五

と
。　

な
ぜ
『
参
天
台
五
台
山
記
』
だ
け
用
い
、
以
上
に
挙
げ
た
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
を
使
わ
な
か
っ
た
の
か
。
や
は
り
、
二
〇
年
代
に
和

刻
本
か
ら
復
刻
し
た
七
十
八
巻
本
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
者
た
ち
に
知
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
知
名
度
の

高
い
『
参
天
台
五
台
山
記
』
が
使
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
近
年
来
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ
れ
た
杭
州
工
商
大
学
王
勇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

氏
監
修
の
句
点
入
れ
『
参
天
台
五
台
山
記
』
が
あ
る
。
そ
の
『
楊
文
公
談
苑
』
引
用
文
部
分
を
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
と
比
較
し
て
、

『
類
苑
』
を
使
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
も
恐
ら
く
、
知
ら
な
か
っ
た
の
が
そ
の
原
因
で
あ
ろ
う
。
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（
九
）
　
和
刻
本
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
の
価
値
と
伝
播
史
の
考
察
か
ら
の
思
考

　
以
上
の
考
察
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
の
成
立
と
伝
播
の
経
過
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

＝
四
五
（
紹
興
十
五
年
）
、
七
十
八
巻
本
は
完
成
。

＝
五
三
（
紹
興
二
十
三
年
）
、
建
州
麻
沙
書
房
に
て
刊
行
。

＝
五
八
（
紹
興
二
十
八
年
）
、
六
十
三
巻
の
原
編
者
江
少
虞
の
改
訂
本
が
完
成
。

一
一
五
九
（
紹
興
二
十
九
年
）
、
文
献
に
て
七
十
八
巻
本
の
伝
播
記
録
が
残
る
。

　
　
そ
の
後
、
中
国
で
の
書
目
の
著
録
は
六
十
三
巻
本
の
一
色
と
な
る
。

一
六
二
一
（
日
本
元
和
七
年
、
明
天
啓
元
年
）
、
日
本
は
麻
沙
童
旦
房
の
七
十
八
巻
本
を
木
活
字
で
刊
行
。



　
　
一
七
七
〇
年
代
、
『
四
庫
全
書
』
は
六
十
三
巻
本
を
収
録
。

　
　
一
九
二
〇
年
代
、
董
康
は
日
本
の
木
活
字
本
を
復
刻
し
て
『
諦
芽
室
叢
刊
初
編
』
本
に
収
録
。

　
　
　
　
　
七
十
八
巻
本
は
中
国
に
初
め
て
還
流
。

　
　
一
九
八
一
年
、
上
海
古
籍
出
版
社
は
董
康
の
七
十
八
巻
本
を
校
勘
し
て
出
版
。

　
以
上
の
伝
播
史
を
見
る
と
、
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
と
い
う
書
物
は
完
成
し
た
一
四
年
後
、
原
編
者
江
少
虞
の
削
除
改
訂
に
よ
っ
て
六

十
三
巻
本
と
な
り
、
そ
れ
か
ら
中
国
で
は
七
十
八
巻
本
の
跡
が
ほ
と
ん
ど
消
失
し
て
し
ま
い
、
た
だ
六
十
三
巻
本
だ
け
が
ま
れ
に
伝
わ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
『
四
庫
全
書
』
の
編
纂
開
始
の
際
に
全
国
の
範
囲
で
珍
し
い
書
籍
を
捜
し
て
い
た
が
、
七
十
八
巻
本
は
現
れ
て
い

な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
事
実
に
よ
っ
て
、
考
え
る
べ
き
こ
と
と
し
て
、
一
六
二
一
年
に
日
本
に
刊
行
さ
れ
た
七
十
八
巻
本
は
い
つ
頃
ど

こ
か
ら
流
入
し
た
の
か
と
い
う
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
を
推
測
し
て
み
る
と
、
お
よ
そ
原
編
者
江
少
虞
の
削
除
改
訂
の
前
に
、
刊
行

さ
れ
た
麻
沙
書
房
七
十
八
巻
本
が
す
で
に
日
本
に
輸
入
さ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
推
測
が
成
立
す
る
の
な
ら
ば
、
十
二
世
紀
の
日

中
間
に
お
け
る
書
籍
流
通
の
速
さ
が
う
か
が
え
る
。

　
一
方
、
和
刻
本
の
価
値
が
見
落
と
さ
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
成
尋
が
抄
録
し
た
日
本
関
係
史
料
の
『
楊
文
公
談
苑
』
を
収
録
す
る

『
皇
朝
事
実
類
苑
』
の
和
刻
本
は
ず
っ
と
日
本
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
容
易
に
見
ら
れ
る
が
、
平
林
文
雄
氏
が
『
参

天
台
五
台
山
記
』
を
校
訂
す
る
と
き
、
意
外
に
も
利
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
一
九
二
〇
年
代
に
和
刻
本
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
が

中
国
に
還
流
し
て
刊
行
さ
れ
、
さ
ら
に
一
九
八
〇
年
代
に
新
式
の
句
点
入
り
の
整
理
本
も
出
版
さ
れ
た
が
、
中
国
側
の
『
参
天
台
五
台

山
記
』
の
校
訂
作
業
に
お
い
て
も
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
は
使
わ
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
事
実
は
や
は
り
和
刻
本
の
価
値
を
十
分
に
重

視
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
中
国
史
研
究
分
野
と
日
本
史
研
究
分
野
と
の
間
に
学
科
間
の
隔

り
を
痛
感
し
て
い
る
。
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46

二
、
『
鶴
林
玉
露
』

（［

j
　
『
鶴
林
玉
露
』
に
つ
い
て

　
『
鶴
林
玉
露
』
は
南
宋
人
羅
大
経
が
著
し
た
有
名
な
随
筆
で
あ
る
。
『
鶴
林
玉
露
』
に
載
せ
て
い
る
著
者
が
生
活
す
る
南
宋
の
時
事
や

詩
文
お
よ
び
理
学
や
文
学
の
評
論
な
ど
は
、
高
い
史
料
価
値
と
研
究
価
値
を
有
す
る
。
世
に
問
う
た
後
、
広
く
引
用
改
編
さ
れ
、
ひ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

て
は
倣
っ
た
作
品
も
出
て
お
り
、
歴
代
文
人
の
愛
読
書
と
な
っ
た
。
清
代
乾
隆
帝
に
も
「
黄
を
批
し
て
梢
や
暇
と
し
て
飴
事
無
し
、
静

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

に
鶴
林
玉
露
の
篇
を
読
む
」
と
い
う
詩
句
が
あ
る
。
こ
の
随
筆
の
校
勘
本
は
わ
た
く
し
の
大
学
卒
業
論
文
と
し
て
一
九
八
三
年
出
版
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

れ
た
以
来
、
す
で
に
四
回
再
版
増
刷
さ
れ
て
い
る
。
『
鶴
林
玉
露
』
に
つ
い
て
、
校
勘
す
る
際
、
著
者
と
版
本
を
考
証
し
て
初
版
の
書

後
に
「
羅
大
経
生
平
事
跡
考
」
と
「
『
鶴
林
玉
露
』
版
本
源
流
考
」
と
い
う
二
文
を
附
し
た
が
、
三
刷
り
の
際
、
さ
ら
に
「
羅
大
経
生

平
事
跡
補
考
」
一
文
を
附
し
た
。
下
記
に
述
べ
る
こ
と
は
そ
の
諸
文
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
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（
二
）
　
『
鶴
林
玉
露
』
の
版
本
系
統

　
歴
代
文
人
の
愛
読
書
で
あ
る
た
め
、
『
鶴
林
玉
露
』
の
版
本
は
か
な
り
多
く
、
十
数
種
類
以
上
に
達
し
た
。
そ
の
状
況
は
前
述
し
た

『
皇
朝
事
実
類
苑
』
と
よ
く
似
て
お
り
、
『
鶴
林
玉
露
』
も
二
つ
の
版
本
系
統
を
有
し
て
い
る
。
つ
ま
り
は
和
刻
本
を
代
表
と
す
る
十
八

巻
本
と
明
万
暦
本
を
代
表
と
す
る
十
六
巻
本
で
あ
る
。
そ
し
て
、
十
八
巻
本
に
六
巻
ず
つ
甲
乙
丙
三
集
が
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
著
者
羅

大
経
の
自
序
が
あ
る
た
め
、
異
な
る
時
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
『
鶴
林
玉
露
』
が
完
成
し
た
時
点
の
原
状
で
あ
る
。

中
国
に
は
六
巻
を
単
位
と
す
る
残
本
が
二
部
し
か
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
十
八
巻
本
足
本
は
未
発
見
で
あ
っ
た
。
一
方
で
日
本
で



は
か
な
り
流
行
し
、
少
な
く
と
も
二
回
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
中
国
に
広
く
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
は
十
六
巻
附
補
遺
一
巻
本
で
あ

る
。
そ
れ
は
明
代
以
前
の
版
本
状
況
は
未
詳
で
あ
る
が
、
遅
く
と
も
明
代
初
期
に
は
こ
の
状
況
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
三
）
　
和
刻
本
『
鶴
林
玉
露
』
の
由
来

　
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
刊
『
新
刊
鶴
林
玉
露
』
活
字
本
の
表
紙
に
「
覆
明
万
暦
刻
本
」
、
巻
頭
に
闘
人
黄
貞
昇
が
万
暦
十
二
年

（一

ﾜ
八
四
）
に
書
い
た
「
重
梓
鶴
林
玉
露
題
詞
」
と
い
う
序
文
を
載
せ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
れ
ば
、
こ
の
和
刻
本
は
明
代
万
暦
本
に

由
来
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
証
拠
の
一
つ
は
、
黄
貞
昇
の
こ
の
題
詞
に
『
鶴
林
玉
露
』

の
版
本
・
巻
数
な
ど
を
全
く
触
れ
ず
、
た
だ
書
の
内
容
を
紹
介
す
る
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
現
存
し
た
二
種
類
の
万
暦
本
に
と
も
に
黄
貞

昇
の
題
詞
を
載
せ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
ま
た
そ
の
証
拠
の
も
う
一
つ
は
、
も
う
一
つ
の
和
刻
本
で
あ
る
慶
安
元
刊
活
字
本

（一

Z
四
八
年
頃
）
を
考
察
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
寛
文
本
を
直
接
継
承
す
る
関
係
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
両
本

の
題
名
は
と
も
に
「
新
刊
鶴
林
玉
露
」
と
い
う
。
ま
た
慶
安
本
の
誤
り
や
脱
文
な
ど
に
は
寛
文
本
も
全
く
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
慶
安

本
に
黄
貞
昇
の
題
詞
は
な
く
、
こ
れ
は
寛
文
本
が
表
紙
で
い
う
「
覆
明
万
暦
刻
本
」
で
は
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
寛
文
本
が
「
覆

明
万
暦
刻
本
」
と
偽
称
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
た
ぶ
ん
江
戸
時
期
に
多
量
の
明
朝
書
籍
が
日
本
に
輸
入
さ
れ
て
日
本
人
の
中
国

趣
味
が
高
ま
る
と
い
う
背
景
の
も
と
で
、
当
時
に
日
本
に
輸
入
し
た
十
六
巻
本
の
黄
氏
題
詞
を
旧
来
の
十
八
巻
本
の
前
に
加
え
、
「
覆

明
万
暦
刻
本
」
と
名
乗
る
と
売
れ
た
と
い
う
広
告
的
な
効
果
が
あ
る
と
考
慮
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
四
）
　
十
八
巻
本
と
十
六
巻
本
と
の
関
係

　
わ
た
く
し
の
考
証
に
よ
る
と
、
中
国
に
広
く
伝
わ
っ
て
い
る
十
六
巻
本
は
十
八
巻
本
の
散
逸
後
の
再
編
本
に
あ
た
る
。
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十
八
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本
と
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十
八
巻
本

十
六
巻
本

十
八
巻
本

十
六
巻
本

十
八
巻
本

十
六
巻
本

甲
編
巻
一

（
注
一
）

乙
編
巻
一

巻
七

丙
編
巻
一

巻
一

甲
編
巻
二

（
注
二
）

乙
編
巻
二

巻
八

丙
編
巻
二

巻
二

甲
編
巻
三

巻
一
三

乙
編
巻
三

巻
九

丙
編
巻
三

巻
三

甲
編
巻
四

巻
一
四

乙
編
巻
四

巻
一
〇

丙
編
巻
四

巻
四

甲
編
巻
五

巻
一
五

乙
編
巻
五

巻
一
一

丙
編
巻
五

巻
五

甲
編
巻
六

巻
一
六

乙
編
巻
六

巻
一
二

丙
編
巻
六

巻
六

表
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
六
巻
本
を
比
べ
て
見
る
と
、
両
本
の
順
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
内
容
の
対
応
関
係
は
上
表
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
表
を
見
る
と
、
巻
を
単
位
と
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
う
点
に
お
い
て
、
十
六
巻
本
は
十
八
巻
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
原
状
を
保
持
し
て
い
る
が
、
甲
乙
丙
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
編
を
分
け
ず
、
ま
た
順
番
も
逆
に
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り
、
丙
編
の
六
巻
は
巻
一
～
巻
六
、
乙
編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
六
巻
は
巻
七
～
巻
一
二
、
甲
編
の
巻
三
～

　
注
一
一
十
八
巻
本
甲
編
巻
一
は
二
九
条
が
あ
る
。
そ
の
中
で
十
六
巻
本
補
遺
の
一
五
条
、
巻
四
の
七
条
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巻
六
は
巻
＝
二
～
巻
一
六
に
当
た
る
。
甲
編

　
　
　
巻
五
の
五
条
、
巻
一
一
の
二
条
を
含
む
。

注
二
…
＋
八
巻
本
甲
編
巻
二
は
三
一
二
条
が
あ
る
。
そ
の
中
で
＋
六
巻
本
補
遺
の
一
条
、
巻
五
の
六
条
、
巻
　
　
の
巻
一
～
巻
二
の
条
目
は
各
巻
に
散
見
し
て

　
　
　
六
の
一
一
条
、
巻
九
の
五
条
、
巻
一
一
の
一
条
、
巻
一
二
の
四
条
、
巻
＝
二
の
四
条
、
巻
一
五
の

　
　
　
一
条
を
含
む
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
る
ほ
か
、
補
遺
と
な
っ
た
。

　
十
六
巻
本
の
補
遺
一
巻
の
形
成
時
期
は
明
万
暦
三
十
六
年
（
一
六
〇
八
）
頃
で
あ
る
。
明
万
暦
三
十
六
年
に
南
京
都
察
院
が
万
暦
七

年
刻
本
を
補
修
す
る
際
に
十
八
巻
本
の
甲
編
六
巻
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
中
で
十
六
巻
本
に
な
い
二
〇
条
近
く
を
輯
侠
し
て
補
遺
と
し
て

巻
一
六
の
後
に
追
加
し
た
。
こ
の
経
緯
は
明
万
暦
三
十
六
年
南
京
都
察
院
刊
本
の
孫
鑛
践
に
よ
っ
て
わ
か
る
も
の
で
あ
る
。
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（
五
）
　
和
刻
本
『
鶴
林
玉
露
』
の
価
値
概
観

中
国
に
広
く
伝
わ
っ
て
い
る
十
六
巻
本
は
す
で
に
も
と
の
姿
か
ら
大
幅
に
離
れ
て
お
り
、
著
者
羅
大
経
の
序
文
を
載
せ
ず
、
甲
乙
丙

の
編
を
分
け
ず
、
巻
順
番
が
混
乱
し
て
い
る
。
ま
た
、
内
容
が
散
逸
し
て
、
各
条
の
見
出
し
も
削
除
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
和
刻
本



『
鶴
林
玉
露
』
の
方
は
著
者
羅
大
経
が
完
成
し
た
時
点
の
十
八
巻
本
の
様
子
を
完
全
に
保
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
明
初
に
編
纂
さ
れ

た
『
永
楽
大
典
』
残
本
の
一
九
条
『
鶴
林
玉
露
』
の
引
用
文
を
考
察
し
て
み
る
と
、
十
八
巻
本
と
十
六
巻
本
の
文
字
異
同
が
あ
れ
ば
、

『
永
楽
大
典
』
の
引
用
文
は
す
べ
て
十
八
巻
本
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
和
刻
十
八
巻
本
は
明
代
以
来
の
十
六
巻
本
よ
り
四
〇
条
の
内
容

が
多
い
。
こ
れ
だ
け
で
な
く
、
十
八
巻
本
と
比
べ
て
み
る
と
、
十
六
巻
本
の
条
目
と
し
て
散
逸
し
て
い
な
い
部
分
に
脱
文
も
あ
る
。
し

た
が
っ
て
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
『
鶴
林
玉
露
』
和
刻
本
の
価
値
は
明
ら
か
に
わ
か
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
六
）
　
和
刻
本
『
鶴
林
玉
露
』
の
価
値
の
具
体
例

　
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
と
同
じ
よ
う
に
、
『
鶴
林
玉
露
』
に
も
日
本
関
係
の
史
料
が
あ
る
。
こ
れ
は
十
八
巻
本
丙
編
巻
四
の
「
日
本
国
僧
」

の
条
で
あ
る
。
こ
の
条
は
ま
た
十
六
巻
本
の
巻
四
に
見
え
る
が
、
内
容
は
十
八
巻
本
よ
り
少
な
い
。
こ
の
条
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
予
少
年
時
、
於
鍾
陵
選
遁
日
本
國
一
僧
、
名
安
覧
、
自
言
離
其
國
已
十
年
、
欲
蓋
記
一
部
藏
纏
乃
蹄
。
念
諦
甚
苦
、
不
舎
書
夜
、

　
　
毎
有
遺
忘
、
則
叩
頭
佛
前
、
祈
佛
陰
相
、
是
時
已
記
藏
纒
一
半
　
。
夷
秋
之
人
、
異
教
之
徒
、
其
立
志
堅
苦
不
退
輔
至
於
如
此
。

　
　
朱
文
公
云
：
「
今
世
學
者
、
讃
書
尋
行
敷
墨
、
備
禮
鷹
敷
、
六
纒
語
孟
、
不
曾
全
記
得
三
五
板
、
如
此
而
望
有
成
、
亦
已
難
　
。
」

　
　
其
視
此
僧
、
殆
有
塊
色
。

　
　
　
僧
言
其
國
構
其
國
王
日
「
天
人
國
王
」
、
安
撫
日
「
牧
隊
」
、
通
判
日
「
在
國
司
」
、
秀
才
日
「
殿
羅
罷
」
、
僧
日
「
黄
榜
」
、
硯

　
　
日
「
松
蘇
利
必
」
、
筆
日
「
分
直
」
、
墨
日
「
蘇
彌
」
、
頭
日
「
加
是
羅
」
、
手
日
「
提
」
、
眼
日
「
媚
」
、
ロ
日
「
窟
底
」
、
耳
日

　
　
「
百
丁
耳
7
7
多
」
、
面
日
「
皮
部
」
、
心
日
「
母
見
」
、
脚
日
「
又
見
」
、
雨
日
「
下
米
」
、
風
日
「
客
安
之
」
、
豊
日
「
洗
和
」
、
酒
日
「
沙
嬉
」
。

　
（
1
9
）

と
あ
る
。
以
上
抄
録
し
た
楷
書
体
の
後
半
部
分
九
十
六
文
字
は
十
六
巻
本
で
は
見
ら
れ
ず
、
和
刻
十
八
巻
本
だ
け
が
あ
る
。
昔
か
ら
中

国
の
文
献
で
は
「
倭
」
「
邪
馬
台
」
「
卑
弥
呼
」
な
ど
の
国
名
・
人
名
な
ど
に
つ
い
て
、
日
本
語
発
音
の
当
て
字
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
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和
刻
本
に
残
さ
れ
る
日
本
語
の
二
〇
単
語
は
初
め
て
集
中
的
に
日
常
用
語
の
日
本
語
発
音
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
羅
大
経
の
記
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

は
明
代
人
の
日
本
語
発
音
記
録
の
端
緒
と
な
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
近
世
漢
語
、
と
く
に
＝
二
世
紀
の
江
西
方
言
と
日
本
語
の
比
較
研
究

に
対
し
て
非
常
に
貴
重
な
資
料
で
も
あ
る
。
従
来
日
本
の
学
者
を
は
じ
め
と
し
て
両
国
の
学
者
に
重
視
さ
れ
て
い
る
。

（
七
）
　
『
鶴
林
玉
露
』
に
載
せ
る
日
本
語
語
彙
発
音
記
録
の
研
究
史
か
ら
見
た
和
刻
本
の
重
要
性

　
一
九
八
一
年
、
わ
た
く
し
は
未
熟
な
日
本
語
水
準
で
校
勘
本
『
鶴
林
玉
露
』
の
ま
え
が
き
に
お
い
て
、
こ
の
条
に
触
れ
る
単
語
の
現

代
日
本
語
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
簡
単
に
紹
介
し
て
い
る
。

　
　
　
『
鶴
林
玉
露
』
中
還
有
一
些
雑
記
也
根
有
償
値
。
如
丙
編
巻
四
「
日
本
國
僧
」
條
、
不
僅
是
一
條
研
究
中
日
交
往
的
史
料
、
而

　
　
且
其
中
記
載
的
一
此
二
漢
字
的
日
語
封
音
、
封
研
究
近
古
漢
語
音
韻
和
日
本
語
的
獲
展
也
旦
ハ
有
重
要
贋
値
。
如
云
：
「
硯
日
松
蘇
利

　
　
必
（
現
代
日
語
讃
為
：
ス
ズ
リ
）
、
筆
日
分
直
（
フ
デ
）
、
墨
日
蘇
彌
（
ス
ミ
）
、
頭
日
加
是
羅
（
カ
シ
ラ
）
、
手
日
提
（
テ
）
、
眼

　
　
日
媚
（
メ
）
、
口
日
窟
底
（
ク
チ
）
、
耳
日
弾
彊
（
ミ
ミ
）
」
等
。

と
あ
る
。
『
鶴
林
玉
露
』
「
日
本
国
僧
」
条
の
記
録
は
最
も
早
く
日
本
の
学
者
に
重
視
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
和
刻
本
が
日
本
で
度
々
刊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
広
い
伝
播
の
た
ま
も
の
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
の
学
者
本
居
宣
長
は
『
漢
字
三
音
考
』
に
す
で
に
触
れ
て
い
た
。

二
〇
世
紀
に
入
る
と
、
日
本
学
者
の
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
そ
の
主
な
日
本
側
研
究
に
つ
い
て
、
朝
山
信
弥
「
鶴
林
玉
露
『
黄
榜
』

な
ど
に
つ
い
て
」
（
『
国
語
国
文
』
、
一
九
三
七
年
）
、
山
田
孝
雄
「
国
語
の
中
に
お
け
る
漢
語
の
研
究
」
（
宝
文
館
、
一
九
四
〇
年
）
、
渡

辺
三
男
「
中
国
文
献
に
見
え
る
日
本
語
：
鶴
林
玉
露
と
書
史
会
要
に
つ
い
て
」
（
『
駒
沢
大
学
研
究
紀
要
』
一
五
号
、
一
九
五
七
年
）
、

坂
井
健
一
「
鶴
林
玉
露
・
安
覚
伝
の
日
本
語
」
（
『
学
叢
』
＝
号
、
一
九
七
一
年
）
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
管
見
に
限

り
、
中
国
学
者
の
研
究
は
極
め
て
少
な
く
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
主
な
中
国
側
研
究
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に
つ
い
て
厳
紹
璽
『
中
日
古
代
文
学
関
係
史
稿
』
（
湖
南
文
芸
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
、
張
雅
秋
「
従
『
鶴
林
玉
露
』
中
的
一
則
史
料

看
宋
代
中
日
文
化
交
流
」
（
『
中
日
文
化
論
叢
』
一
九
九
六
、
杭
州
大
学
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
、
丁
鋒
「
『
鶴
林
玉
露
』
所
記
日
本
寄

語
反
映
的
宋
代
籟
語
音
韻
」
（
『
球
雅
集
』
、
好
文
出
版
、
一
九
九
八
年
）
、
何
華
珍
・
劉
静
「
日
語
漢
字
詞
研
究
導
論
」
（
『
漢
字
文
化
』
、

二
〇
〇
五
年
）
な
ど
が
あ
る
。

　
『
鶴
林
玉
露
』
に
載
せ
る
日
本
語
語
彙
発
音
記
録
の
研
究
史
か
ら
見
れ
ば
、
日
本
学
者
の
研
究
が
盛
ん
だ
っ
た
原
因
は
、
こ
の
日
本

語
語
彙
発
音
記
録
が
日
本
人
学
者
に
関
心
を
持
た
せ
る
と
い
う
点
だ
け
で
は
な
く
、
物
理
的
な
条
件
と
し
て
、
そ
の
記
録
が
つ
い
て
い

る
十
八
巻
の
和
刻
本
が
容
易
に
見
ら
れ
る
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
一
方
、
中
国
側
の
研
究
が
少
な
い
原
因
を
考
え
て
み
れ
ば
、
や
は
り
中

国
に
伝
わ
っ
て
い
る
『
鶴
林
玉
露
』
は
日
本
語
発
音
の
記
録
が
脱
落
し
た
十
六
巻
本
で
あ
る
た
め
、
学
者
の
考
察
視
野
が
大
い
に
制
限

さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
い
え
る
。
十
八
巻
の
和
刻
本
は
中
国
に
還
流
し
て
一
九
三
六
年
夏
敬
観
の
校
勘
を
経
て
商
務
印
書
館
が
線
装
本

の
形
で
刊
行
し
た
が
、
流
布
範
囲
は
狭
か
っ
た
た
め
、
一
九
八
三
年
に
わ
た
く
し
の
校
勘
本
が
出
版
し
た
後
、
初
め
て
こ
の
分
野
を
研

究
す
る
中
国
の
学
者
の
注
目
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
要
す
る
に
『
鶴
林
玉
露
』
和
刻
本
の
存
在
は
こ
の
研
究
の
基
礎
を
築
い
た
と
い
え
る
。

結
び
に
か
え
て

　
以
上
、
わ
た
く
し
が
み
ず
か
ら
経
験
し
た
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
と
『
鶴
林
玉
露
』
に
関
す
る
研
究
歴
を
回
顧
し
、
和
刻
本
の
重
要
な

価
値
を
強
調
し
た
い
。
本
稿
の
冒
頭
に
引
い
た
「
徐
福
行
く
時
書
は
未
だ
焚
か
ず
、
逸
書
の
百
篇
今
尚
お
存
せ
り
」
と
い
う
欧
陽
脩
の

「
日
本
刀
歌
」
が
詠
っ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
和
刻
本
漢
籍
の
中
で
、
中
国
に
全
く
な
い
、
或
い
は
完
全
で
は
な
い
文
献
は
か
な
り

王「礼失われて諸を野に求む」51



存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
流
布
範
囲
の
制
限
に
よ
っ
て
中
国
側
に
お
い
て
、
和
刻
本
を
利
用
す
る
学
者
が
極
め
て
少
な
い
し
、
し
た
が

っ
て
そ
の
重
要
な
価
値
に
対
す
る
認
識
も
足
り
な
い
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
を
改
変
す
る
た
め
に
、
校
勘
学
者
と
出
版
業
者
の

努
力
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
と
『
鶴
林
玉
露
』
の
和
刻
本
の
よ
う
に
、
新
た
な
校
勘
出
版
が
な
さ
れ
れ
ば
、
多
く
の

研
究
者
が
利
用
で
き
る
環
境
が
作
り
出
さ
れ
、
そ
の
価
値
に
つ
い
て
自
然
に
深
く
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
日

本
側
で
中
国
の
文
史
研
究
以
外
の
学
者
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
和
刻
本
漢
籍
に
対
す
る
価
値
の
認
識
が
不
足
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。
前
述
し
た
『
参
天
台
五
台
山
記
』
を
校
訂
す
る
際
に
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
を
利
用
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
は
こ
の
偏
り
が
う

か
が
え
る
。
漢
籍
が
日
本
に
輸
入
さ
れ
て
さ
ら
に
再
刊
さ
れ
た
の
は
当
時
の
日
本
人
の
中
国
趣
味
か
ら
だ
け
で
な
く
、
ど
の
漢
籍
が
輸

入
お
よ
び
刊
行
す
る
か
し
な
い
か
は
、
学
問
的
な
需
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
日
本

人
の
学
問
的
需
要
に
よ
っ
て
輸
入
お
よ
び
刊
行
さ
れ
た
漢
籍
は
一
定
の
程
度
で
日
本
文
化
と
も
適
合
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、

出
版
文
化
史
な
ど
の
広
い
視
野
で
和
刻
本
漢
籍
の
重
要
性
を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
多
く
の
貴
重
な
和
刻
本
の
現
存
は
誠
に
喜
ぶ
こ
と
で
あ
る
が
、
関
連
す
る
一
つ
の
新
し
い
憂
慮
が
あ
る
。
科
学
技
術
の
進
歩
と
と
も

に
、
古
典
文
献
は
続
々
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
中
国
古
代
文
献
の
集
大
成
と
さ
れ
る
『
四
庫
全
書
』
の
電
子
版

は
数
億
文
字
の
文
献
が
一
台
の
パ
ソ
コ
ン
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
入
力
す
る
と
、
検
索
も
瞬
間
に
出
て
く
る
。
と
こ
ろ

が
、
『
四
庫
全
書
』
に
入
っ
て
い
る
書
物
の
底
本
が
す
べ
て
善
本
・
足
本
と
は
言
え
ず
、
本
稿
に
取
り
上
げ
た
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
と

『
鶴
林
玉
露
』
の
『
四
庫
全
書
』
本
の
内
容
は
と
も
に
和
刻
本
の
そ
れ
よ
り
も
少
な
く
、
和
刻
本
の
み
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
に
関

し
て
は
電
子
版
の
み
で
は
知
り
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
時
に
よ
っ
て
は
、
技
術
の
進
歩
は
あ
る
程
度
の
障
碍
を
生
じ
て
き
た
と
い
え
る
。

電
子
版
の
検
索
の
利
便
性
は
そ
れ
ば
か
り
を
使
う
よ
う
に
な
り
、
広
い
視
野
で
の
探
求
欲
が
失
い
、
結
果
と
し
て
自
ら
の
知
識
の
遮
断

が
必
至
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
中
国
に
も
日
本
に
も
、
特
に
若
い
研
究
者
は
こ
の
よ
う
な
注
意
を
喚
起
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
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注
（
1
）
　
「
日
本
刀
歌
」
は
欧
陽
脩
『
欧
陽
文
忠
公
集
』
巻
五
四
に
収

　
　
録
。

（
2
）
　
「
日
本
国
伝
」
は
『
宋
史
』
巻
四
九
一
に
収
録
。

（
3
）
　
『
漢
書
』
巻
三
〇
「
芸
文
志
」
。

（
4
）
　
『
皇
朝
類
苑
』
「
景
印
に
あ
た
っ
て
」
（
『
皇
朝
類
苑
』
、
京
都
、

　
　
中
文
出
版
社
、
一
九
八
一
年
）
。

（
5
）
　
和
刻
本
漢
籍
の
定
義
に
つ
い
て
、
長
澤
規
矩
也
氏
の
『
和
刻

　
　
本
漢
籍
分
類
目
録
』
に
お
い
て
は
、
日
本
人
に
よ
り
句
読
返
点

　
　
送
仮
名
を
加
え
ら
れ
た
も
の
だ
け
を
指
す
が
、
本
論
に
お
い
て

　
　
は
よ
り
広
い
視
野
で
和
刻
本
漢
籍
を
定
義
し
て
、
日
本
で
の
翻

　
　
刻
本
漢
籍
も
含
め
る
も
の
と
す
る
。

（
6
）
　
『
和
刻
本
漢
籍
分
類
目
録
』
（
増
補
補
正
版
）
、
汲
古
書
院
が

　
　
二
〇
〇
六
年
三
月
に
出
版
。

（
7
）
　
『
古
籍
整
理
研
究
学
刊
』
（
一
九
九
〇
年
第
五
号
）
、
二
十
一

　
　
～
二
十
五
ペ
ー
ジ
。

（
8
）
　
和
刻
本
に
書
名
で
あ
る
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
の
「
事
実
」
が

　
　
「
事
宝
」
と
な
っ
た
の
は
、
字
形
の
類
似
に
よ
っ
て
発
生
し
た

　
　
誤
り
と
い
え
る
が
、
和
刻
本
を
刊
行
す
る
時
代
の
日
本
人
に
と

　
　
っ
て
は
、
当
時
に
流
行
し
た
漢
籍
の
『
古
文
真
宝
」
の
よ
う
に
、

　
　
「
事
宝
」
と
い
う
書
名
を
妥
当
で
な
い
と
思
わ
な
か
っ
た
と
い

　
　
う
理
由
も
あ
る
だ
ろ
う
。

（
9
）
　
『
中
華
印
刷
通
史
』
（
北
京
：
印
刷
工
業
出
版
社
、
一
九
九
九

　
　
年
）
第
七
章
第
三
節
。

（
1
0
）
　
平
林
文
雄
『
参
天
台
五
台
山
記
校
本
並
に
研
究
」
（
風
間
書

　
　
房
、
一
九
七
八
年
）
、
四
六
四
ペ
ー
ジ
。

（
1
1
）
　
李
裕
民
輯
校
『
楊
文
公
談
苑
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九

　
　
九
三
年
）
。

（
1
2
）
　
句
点
は
平
林
文
雄
氏
校
訂
本
『
参
天
台
五
台
山
記
』
の
ま
ま
。

（
1
3
）
　
李
煮
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
二
建
隆
二
年
九
月
壬
戌
の
条

　
　
に
「
初
、
周
世
宗
既
取
江
北
、
胎
書
江
南
、
如
唐
與
回
鵤
可
汗

　
　
之
式
、
但
呼
國
主
而
巳
。
上
因
之
、
於
是
始
改
書
構
詔
」
と
あ

　
　
る
。

（
1
4
）
　
関
西
大
学
、
東
西
学
術
研
究
所
『
創
立
三
十
周
年
記
念
論
文

　
　
集
』
、
　
一
九
八
一
年
。

（
1
5
）
　
茸
8
ミ
畠
o
げ
o
甘
9
b
．
壱
＼
円
国
Z
U
＞
い
O
U
G
。
＼
①
付
録
∪
鉾
⇔
＼

　
　
日
本
所
版
＼
参
天
台
五
嘉
山
記
（
日
本
所
版
）
』
×
け

（
1
6
）
　
明
代
正
徳
年
間
張
志
淳
の
『
南
園
漫
録
』
は
『
四
庫
提
要
』

　
　
に
「
似
羅
書
者
十
之
九
」
と
評
さ
れ
る
。

（
1
7
）
　
『
御
製
詩
集
』
初
集
巻
三
九
「
太
古
雲
嵐
」
（
『
四
庫
全
書
』

　
　
本
）
。

（
1
8
）
　
校
勘
本
『
鶴
林
玉
露
』
は
『
唐
宋
史
料
筆
記
叢
刊
』
に
収
録

　
　
さ
れ
、
中
華
書
局
が
一
九
八
三
年
六
月
に
初
版
。

（
1
9
）
　
句
点
は
わ
た
く
し
の
校
勘
本
『
鶴
林
玉
露
』
よ
り
。

（
2
0
）
　
た
と
え
ば
、
明
鄭
若
曾
の
『
鄭
開
陽
雑
著
』
に
数
多
く
の
日

　
　
本
語
単
語
を
記
録
し
て
い
る
。

（
2
1
）
　
『
漢
字
三
音
考
』
は
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
に
江
戸
の
須

　
　
茂
兵
衛
に
よ
り
刊
行
。
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“礼失而求渚野”

　　　以実例試槍和刻本汲籍的研究研値

王瑞来

美鍵洞：和刻本汲籍（和刻本漢籍）　皇朝事実美苑（皇朝事実類苑）

　　　　鶴林玉露（鶴林玉露）　中国史研究（中国史研究）

　　　　日本史研究（日本史研究）

　　双籍在日本，除了宋版、元版、明版等原需牧藏之外，長期以来，自行

翻刻刊印的尚有不少，由此而序生了和刻本汲籍。在和刻本双籍之中，中国

完全失佑，或者是残映不全者往往而在。本文以筆者以往研究Nl的和刻本

《皇宋事実美苑》与《鶴林玉露》力例，将其与中国国内佑本遊行了比較研

究。在指出和刻本双籍文献研究紛値的同日寸，迩指出了迭秤研究紛値井不仮

限干中国文史研究領域，対日本史研究也具有一定的扮値。対此，筆者特別

挙出了迭祥的例子，即日本学者在校汀成尋的《参天台五台山祀》吋，没有

使用在日本復容易看到的和刻本《皇宋事実美苑》，M而降低了校汀的贋量。

　　杁更　陶的視野看，双籍避口日本，井被翻刻，不仮仮出干当日寸日本人

的中国情拮，逐是反映学木需要与実用扮値的市場鋒済所決定的。杁而因需

求而迭拝送口和刊行的双籍也在一定程度上与日本文化相契合。因此，有必

要杁出版文化史的祝角杁枳和刻本双籍的重要性。

　　力数不少的和刻本汲籍的存在令人欣慰，但其重要研値尚未得到充分杁

枳，在研究領域也未得到充分利用，減力憾事。而与逮一現状相美朕的新的

仇慮又已声生。迭就是，随着科技的送歩，階階鎮鎮建立了酒蓋面相当　的

古典文献的数据庫。比如，集中国古典文献之大成的《四庫全需》屯子版，

可以将数以イ乙汁的文字牧納干一台小小的筆祀本亀脳之中。只要最人美腱洞，

所需資料瞬同可得。然而，牧最子《四庫全需》的需籍版本井不尽是善本或

足本。本文所例挙的《皇宋事実美苑》与《鶴林玉露》的《四庫全需》本就

均比和刻本的内容少。由干屯子版栓索快捷便利，目前変得唯屯子版是用。

其后果則是逐漸喪失了視野　岡的求知欲，形成了知倶的自我遮断。逮和状

況在中国在日本都是普遍存在，尤其需要引起年軽一代学者的注意。而対子

尚存在干屯子版之タト的和刻本双籍的充分重視与使用，正可以在一定程度上

弥朴屯子版之不足。
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